
鳥取県建築設計等業務検査要綱

（目的）

第１条 この要綱は、総務部（総合事務所生活環境局を含む。）が委託契約した建築

設計等業務の検査（以下単に「検査」という。）の実施について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）及び鳥取

県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号。以下「会計規則」という。）で規定

されたもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

（１）建築設計等業務 建築関係建設コンサルタント（建築設計、設備設計、建築監

理等）の業務をいう。

（２）契約担当職員 会計規則第１１０条に規定する職員で、鳥取県事務処理権限規

則（平成８年鳥取県規則第３２号）の規定に基づき契約締結の権限を与えられた

者をいう。

（３）検査職員 会計規則第１１７条第１項の規定に基づき、建築設計等業務の委託

契約の履行後、契約担当職員から必要な検査を命ぜられた職員をいう。

（４）調査職員 委託契約の履行につき、契約担当職員から建築設計等業務の履行の

監督業務を命ぜられた職員で、総括調査員、主任調査員又は調査員をいう。

（５）受注者 県と建築設計等業務の委託契約を締結した者をいう。

（検査の種類）

第３条 検査の種類は、次のとおりとする。

（１）完了検査 建築設計等業務の委託契約書（以下単に「委託契約書」という。）

の規定に基づき建築設計等業務の完了を確認するために行う検査をいう。

（２）部分完了検査 委託契約書の規定に基づき建築設計等業務の完了に先立って成

果物の一部の引渡しを受けるために行う当該成果物の一部の完了を確認するた

めに行う検査をいう。

（３）既履行部分検査 建築設計等業務の委託契約の解除に伴い、委託契約書の規定

に基づき、既に委託業務を完了した部分の引渡しを受けるに当たり、当該引渡し

部分の完了を確認するために行う検査をいう。

（検査の時期）

第４条 検査は、委託契約書の規定に基づき、受注者から建築設計等業務完了通知書

（様式第１号）、引渡部分完了通知書（様式第２号）又は修補完了通知書（様式第

３号）の通知を受けた日から１０日以内に行わなければならない。この場合におい

て、鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第５号）第１条第１項に規定

する県の休日は、算入しない。

（検査職員の任命）

第５条 契約担当職員は、建築設計等業務の完了後、直ちに課長補佐及びこれに相当

する職以上の職員を検査職員に任命するものとする。ただし、これによりがたい場

合には、検査を適正に執行できると認められる職員（係長の職及びこれに相当する

職以上の者に限る。）を検査職員に任命することができる。

２ 前項の場合において、契約担当職員は、必要があると認める場合には２名以上の



検査職員を任命することができる。

（検査の通知）

第６条 検査職員は、検査を行おうとするときは、当該検査の日時その他検査の実施

に関し必要な事項を、あらかじめ調査職員を通じて受注者に通知するものとする。

（検査の立会）

第７条 検査職員は、委託契約書の規定により受注者が置いた当該建築設計等業務の

管理技術者及び調査職員の立会いの上、検査を行わなければならない。

（検査の実施）

第８条 検査職員は、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設計図書に適合して

いるか否かを検査するものとする。

２ 検査職員は、前項の検査の結果、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設計

図書に適合すると認められる場合は合格とする。

３ 検査職員は、第１項の検査の結果、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設

計図書に適合しないため修補が必要であると認められる場合は不合格とし、修補す

べき事項を建築設計等業務完了検査復命書（様式第４号）に記載するものとする。

（検査の復命）

第９条 検査職員は、前条又は第１２条の規定に基づき検査を行ったときは、直ちに

建築設計等業務完了検査復命書を作成し、その内容を契約担当職員に復命しなけれ

ばならない。

（検査結果の通知）

第１０条 契約担当職員は、検査の結果を様式第５号により受注者に通知しなければ

ならない。

（修補の指示）

第１１条 契約担当職員は、第８条の規定に基づく検査を行った結果、不合格となっ

た建築設計等業務については、調査職員に修補指示書（様式第６号）を作成させな

ければならない。

２ 前項の場合において、修補指示書は、前条の規定に基づく検査結果の通知と併せ

て行うものとする。

（再検査）

第１２条 検査職員は、受注者から修補完了通知書により修補が完了した旨の通知を

受けた場合は、再度検査を行わなければならない。この場合においては、第６条か

ら前条までの規定を準用する。

（検査調書の作成）

第１３条 検査職員は、検査を完了したときは、会計規則第１１７条第２項前段の規

定により、直ちにその検査結果に基づき建築設計等業務検査調書（様式第７号）を

作成しなければならない。

附 則

この要綱は、平成１９年８月１日以後から適用する。



様式第１号（第４条関係）

建築設計等業務完了通知書

様

次のとおり建築設計等業務が完了したので、通知します。

年 月 日

受注者 住 所

商号（名称）

代表者氏名 ㊞

建築設計等業務の名称

建築設計等業務の場所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

委 託 料 金 円

完 了 年 月 日 年 月 日



様式第２号（第４条関係）

引渡部分完了通知書

様

次のとおり成果物の一部の引渡しを行う部分の建築設計等業務が完了したので、通知します。

年 月 日

受注者 住 所

商号（名称）

代表者氏名 ㊞

建築設計等業務の名称

建築設計等業務の場所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

委 託 料 金 円

引渡部分完了年月日 年 月 日



様式第３号（第４条関係）

修 補 完 了 通 知 書

様

次のとおり補修が完了したので、通知します。

年 月 日

受注者 住 所

商号（名称）

代表者氏名 ㊞

建築設計等業務の名称

建築設計等業務の場所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

委 託 料 金 円

修 補 期 限 日 年 月 日

修 補 完 了 年 月 日 年 月 日

修 補 事 項



様式第４号（第８条関係）

建築設計等業務完了検査復命書

様

建築設計等業務の完了検査をしたところ、検査内容は下記のとおりであり、合格と認めました。

平成 年 月 日

検査職員 職氏名 ㊞

記

施行主体名 所管機関名

施 行 年 度 工 事 番 号 No. 施 行 方 法

名 称建築設計等

業 務 場 所

住 所
受 注 者

名 称 代 表 者

履 行 期 間 開 始 年 月 日 終 了 年 月 日

委 託 料 金 円

完 了 年 月 日 年 月 日 検査年月日 年 月 日

発 注 者 側
調 査 職 員

職 氏 名
検 査

立 会 者

職 氏 名 受 注 者 側
管理技術者

氏 名 
検査の概要及び意見又は注意事項



様式第５号（第１０条関係）

第 号

年 月 日

商号（名称）

代表者氏名 様

建 築 設 計 等 業 務 の 検 査 結 果 に つ い て （ 通 知 ）

このことについて、鳥取県建築設計等業務検査要綱の規定に基づき、下記のとおり検査結果を

通知します。

記

建築設計等業務の名称

建築設計等業務の場所

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

委 託 料 金 円

完 了 年 月 日 年 月 日

検 査 年 月 日 年 月 日

検 査 結 果
合 格

不合格 別添修補指示書により補修を行うこと。

備 考

問 合 せ 先



様式第６号（第１１条関係）

修 補 指 示 書

建築設計等

業務の名称

建築設計等

業務の名称

受 注 者

履 行 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

業務委託料 金 円

検 査 日 年 月 日 修補期限日 年 月 日

修

補

指

示

事

項

上記のとおり修補を指示してよろしいか伺います。

年 月 日

（契約担当職員） 統括調査員 主任調査員 調査員

調査員
上記のとおり修補を指示します。

年 月 日



様式第７号（第１３条関係）

建 築 設 計 等 業 務 検 査 調 書

様

建築設計等業務の完了検査をしたところ、検査内容及び結果は下記のとおりでした。

検査職員 職氏名 ㊞

記

施行主体名 所管機関名

施 行 年 度 工 事 番 号 No. 施 行 方 法

名 称建築設計等

業 務 場 所

住 所
受 注 者

名 称 代 表 者

履 行 期 間 開 始 年 月 日 終 了 年 月 日

委 託 料 金 円

完 了 年 月 日 年 月 日 検査年月日 年 月 日

発 注 者 側
調 査 職 員

職 氏 名
検 査

立 会 者

職 氏 名 受 注 者 側
管理技術者

氏 名 
検査の概要及び意見又は注意事項

合 否 


